
所有者の所在の把握が難しい土地の状況
・担当する事業において所有者の所在の把握が難しい土地が存在した主体の割合は、都道府県用地担当部局、都道府県林務

担当部局、森林組合において特に多くなっている。

・都道府県用地担当部局、市区町村建設担当部局においては公共事業の用地取得のため、農業委員会においては農地法に基

づく遊休農地に関する措置のため、都道府県林務担当部局においては分収林事業の推進、治山事業等の実施のため、市町村

林務担当部局においては、治山事業の実施に伴う業務のため、森林組合においては森林の集約化施業の実施のため、所有者

情報の把握が必要となる場合が多い。

資料２

それぞれの担当事業において、過去５年以内に所有者の把握
が難しい土地が存在したことがあるか。〔択一〕

注）平成27年度地域活性化に資する所有者不明の土地の活用に関する調査（10月30日時点回収分速報値）

所有者の把握が難しい土地について、所有者情報の把握が
必要になった理由。〔複数回答〕

【都道府県用地担当部局（n=41)】

【市区町村建設担当部局（n=582)】

0% 20% 40% 60% 80% 100%

都道府県用地担当部局（n=42)

市区町村建設担当部局（n=1212)

農業委員会（n=1212)

都道府県林務担当部局（n=45)

市町村林務担当部局（n=1096)

森林組合（n=377)

ある ない 無回答等

0 10 20 30 40 50

公共事業（社会資本整備）に必要な用地確保のため

公共事業（社会資本整備）実施に当たり権利者を把握

するため（用地確保を伴わない事業に限る）

災害復旧・復興事業に必要な用地確保のため

その他

0 100 200 300 400

公共事業（社会資本整備）に必要な用地確保のため

公共事業（社会資本整備）実施に当たり権利者を把

握するため（用地確保を伴わない事業に限る）

地籍調査のため

災害復旧・復興事業に必要な用地確保のため

近隣住民・近隣土地所有者から苦情があった

その他



所有者の所在の把握が難しい土地の状況

注）平成27年度地域活性化に資する所有者不明の土地の活用に関する調査（10月30日時点回収分速報値）

所有者の把握が難しい土地について、所有者情報の把握が必要になった理由。〔複数回答〕

【農業委員会（n=387)】

【森林組合（n=239)】

【市町村林務担当部局（n=264)】

【都道府県林務担当部局（n=33)】

その他の内容；８割が保安林指定や解除等と回答

その他の内容；治山事業の実施に伴うものが多い

0 50 100 150 200

遊休農地を農地中間管理機構等が借り受けられる

ようにするため

遊休農地以外の農地を農地中間管理機構等が借り

受けられるようにするため

区画整理等の土地改良事業の対象となったため

農地法に基づく遊休農地に関する措置を行うため

（新・旧制度どちらでも）

農地の権利取得のあっせんなどの農地の利用調整

活動を行うため

農地台帳の整備を行うため

災害復旧事業の推進のため

近隣住民・近隣の土地所有者から苦情があったため

その他

0 50 100 150 200 250

森林の集約化施業の実施のため

路網の開設のため

森林組合が主体となって行う地籍調査のため

近隣住民・近隣の土地所有者から苦情があった

その他

0 5 10 15 20 25

森林の集約化施業を行う森林組合や林業事業体への協

力のため

都道府県が行う路網の開設のため

治山事業、山林施設災害復旧等事業の対象となった

都道府県等が行う分収林事業の推進のため

その他

0 50 100 150

森林の集約化施業を行う森林組合や林業事業体への

協力のため

市町村が主体となって行う森林の集約化施業のため

路網の開設を行う森林組合や林業事業体への協力の

ため

市町村が行う路網の開設のため

近隣住民・近隣の土地所有者から苦情があった

その他


